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 各 位  
一般社団法人 愛知県情報サービス産業協会 

福利厚生委員会 委員長 犬飼 成秋 
 

⑤「AiA団体総合生活補償保険」への加入をご検討ください 

当協会では、会員の皆様の福利厚生の一環として『AiA 団体総合生活補償保険』を導入

しております。 本制度は、下記の通り一般で契約するよりもお得な条件で「傷害疾病」を

補償できるほか、手続きも簡便で保険料も割安となっております。 

この機会に「AiA 団体総合生活補償保険」への加入をご検討くださいますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

敬 具 

■「AiA団体総合生活補償保険」の特徴  

① 保 険 料 は ＜ 団 体 割 引 ＞ を 適 用 し て い る た め 割 安  

② 手 続 き は 簡 単 で 、 医 師 の 診 査 不 要  

③ ご 家 族 の 加 入 も 可 能  

④ 日 帰 り 入 院 か ら 保 険 金 を お 支 払 い  

⑤ 入 院 だ け で な く 手 術 ・ 通 院 ま で 補 償  

⑥ が ん 等 の 重 い 病 気 に 罹 り 、 保 険 金 を 受 け 取 っ た 後 も 継 続 可 能  

⑦ 傷 害 死 亡 ・ 後 遺 障 害 時 も 補 償  

⑧ 日 常 生 活 に 役 立 つ さ ま ざ ま な サ ー ビ ス を 無 料 に て ご 利 用 い た だ け ま す 。  

⑨ 継 続 手 続 き は 不 要  

  

■ご加入いただけるのは、  

AiA 会員企業に所属している【役員・社員】またはそのご家族（※）。 

ただし、年齢制限【 ０歳（生後１５日）～満８９歳 】があります。 

なお、保険の申込人は、AiA 会員企業に所属している【役員・社員】に限ります。 
 

※保険に加入できる「家族」の範囲は、AiA 会員企業に所属するご本人から見た 

以下の続柄となります。 

・配偶者・お子さま・ご両親・ご兄弟姉妹 <同居・別居を問いません>、 

・同居する親族（６親等内の血族および３親等内の姻族） 

その他の条件につきましては、パンフレットをご覧ください。  

■「AiA団体総合生活補償保険」 キャンペーン専用ホームページ 

https://www.aia.or.jp/memberservice/hoken/d_hoken_camp/ （パンフレットも掲載） 

 

加入を希望される方は、貴社の保険担当者様または AiA 事務局 

（TEL：052-219-0546、E-Mail：info@aia.or.jp）にご照会ください。 

以上 

―――  （AiA 団体総合生活補償保険（MS＆AD 型）） ――― 

https://www.aia.or.jp/memberservice/hoken/d_hoken_camp/

